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令和２年度伊佐市３月補正予算（案）の概要 

２月 26 日招集の３月議会定例会へ提案 

１ 補正の主な内容 

 

２ 補正予算総括表            （※一般会計専決補正 賠償金 204 千円含む） 

    【単位：千円】 

会   計 ※ 現計予算額 ３月補正（定例会） 補正後予算額 

一  般  会  計 22,216,462 △691,747 21,524,715 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 3,984,005 △17,443 3,966,562 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 3,328,094 △187,660 3,140,434 

介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 16,000 72 16,072 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 452,471 23,957 476,428 

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 236,162 △10,921 225,241 

水道事業会計 

収益的 
収 入 410,985 14,682 425,667 

支 出 338,537 5,107 343,644 

資本的 
収 入 50,500 △5,000 45,500 

支 出 304,462 △19,688 284,774 

 

３ 主な補正項目・事業内容                   【概数で表示】 

 

■ 新型コロナウイルス感染症対応対策関連経費 【第 7 弾】      

○ 伊佐市事業継続緊急支援事業                    2,000 万円 

   特に年末年始の期間に売上げが減少し、事業継続が困難となっている業者を支援。 

 

   対 象 者：飲食店をはじめとする宿泊業やタクシ－業者等（飲食関連事業者） 

   給付要件：１）令和２年 11 月 30 日以前において伊佐市内に事業所を有し、今後も事業継

続の意思があること 

        ２）令和２年 12 月～令和３年２月までのひと月の売上が、前年同月比 20％以

上減少 

   給 付 額：１事業者あたり最大 10 万円（１回限り） 

        ※対象事業者で減少した差額が 10 万円未満については、その差額分を支給 

 

【概数で表示】 

一般会計の補正予算額 △６億 9,170 万円  （総額 215 億 2,470 万円）    
 

【歳出】                               

・ 減額補正事業                           △８億８,96０万円 

・ 新型コロナウイルス感染症対応対策関連経費              ５,190 万円 

・  その他の主な増額補正事業                    １億 4,60０万円 

【歳入】 

・ 国庫支出金                            △６,２００万円 

（うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金      １億３,０１０万円） 

・ 財政調整基金繰入                       △６億９,９８０万円 

・ 市   債                          △２億   ４1０万円               
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 ○ 学校保健特別対策事業                       570 万円 

  小中学校における感染リスクを最小限にしながら円滑に教育活動を継続するため、国庫補助

金を活用して、保健衛生用品等を購入。 

 

  小中学校の通常学級等へ加湿器、また職員室や図書室等へ飛沫防止のパーテーションを購入 

※国庫補助事業 1/2（残り地方負担 1/2 は今後地方創生臨時交付金を充当予定） 

 

 

 ○ ポストコロナ農業生産体制革新プログラム事業            2,620 万円 

  ポストコロナを前提とした急激な社会変革に対応するため、新たな生産、販売等の先進的な

体制整備を行う農業法人等に対して、県補助金を活用して助成する。 

 

  対 象 者：市内農業法人４団体 

  ※県補助 4/5 事業実施者負担金 1/5 ※補助上限 1,000 万円 

 

 

■ その他の主な増額補正項目・事業内容                 

 

 ○ 私立保育所運営支援事業                      9,580 万円 

  公定価格の上昇及び新規広域入所者の増加により、私立保育所措置費が不足するため。 

 

 

 ○ 防災行政無線（農村情報連絡施設）整備事業             1,370 万円 

  令和４年 11 月からの完全デジタル化への移行に伴い、菱刈地区の防災行政無線整備を行っ

ているが、既存の防災行政無線施設の解体工事費用が、撤去工事の据付単価の上昇により不足

するため。 

 

 

 ○ 菱刈庁舎受変電設備修繕                       610 万円 

  昭和 57 年設置後、38 年経過し老朽化により不具合が生じていることから、一部取替え等

の修繕工事を行い延命化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【お問合せ先】 

  伊佐市役所 財政課 財政係 

   〒895-2511  伊佐市大口里 1888 番地 

   電  話：0995-23-1311（内線 1141・1142・1143） 

   Ｆａｘ：0995-22-5344   E-mail: zaisei@city.isa.lg.jp 

※ この資料は、補正予算に係る主な事業を中心にとりあげています。全ての事業を記載しているものではありません。 


